
号

外

一�
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
七
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

同

)

一

規

則

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
削
り
、
第
十
二
条
の
三
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
二
を
第
十
三

条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
の
届
出
を
要
し
な
い
者)

第
十
二
条
の
二

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の

環
境
大
臣
の
認
定(

当
該
認
定
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。)

を
受
け
る
た
め
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
を
新
た
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
既
存
の
施
設
を
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
と
し

て
使
用
す
る
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

( ) 平成26年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日



平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
八
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を｢(

環
境
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
禁
止
に
係
る
適
用
除
外)｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中｢

第
十
条
第
一
号｣

を｢

第
八
条
第
一
項
第
二
号｣

に
、｢

公
共
的
団
体｣

を｢

も
の｣

に
、｢
掲
げ
る
者｣

を｢

掲
げ
る
も
の｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号

中｢

と
し
て
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者｣

を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

道
路
、
鉄
道
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備(

国
又
は
県
か
ら
法
令
に
基
づ
く

指
示
、
許
可
又
は
選
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。)
を
行
お
う
と
す
る
者

第
四
条
中
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)
第
四
十
条
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
実
施
す
る
同
規
則
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
。
た
だ
し
、
同
規
則
別
表
第
五
の

一
の
項
中
欄
中｢

地
下
水
の
水
質
の
測
定
を
行
う
こ
と(

以
下｢

地
下
水
の
水
質
の
測
定｣

と
い

う
。)｣

と
あ
る
の
は｢

地
下
水
の
水
質
の
測
定
及
び
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
防
止
措

置
を
講
ず
る
こ
と(

以
下｢

地
下
水
の
水
質
の
測
定
等｣

と
い
う
。)｣

と
、
同
規
則
第
四
十
条
及

び
別
表
第
六
の
一
の
項
上
欄
中｢

地
下
水
の
水
質
の
測
定｣

と
あ
る
の
は｢

地
下
水
の
水
質
の
測

定
等｣

と
、
同
規
則
別
表
第
六
の
一
の
項
下
欄
イ
中｢

当
初
一
年
は
四
回
以
上
、
二
年
目
か
ら
十

年
目
ま
で
は
一
年
に
一
回
以
上
、
十
一
年
目
以
降
は
二
年
に
一
回
以
上｣

と
あ
る
の
は｢

雨
水
、

地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
防
止
措
置
完
了
後
、
一
年
に
四
回
以
上｣

と
、｢

環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水

汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る｣

と
、
同
欄
ロ
中｢

イ
の
測

定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

環
境
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
に

雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
な
い
措
置
を
と
る｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
措
置
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
措
置

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下｢

廃

棄
物
処
理
法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
、
廃
棄
物

処
理
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
、
廃
棄
物
処
理

法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理

等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
行
う
埋
立
て
等

二

鉱
山
保
安
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
い
て

行
う
埋
立
て
等

三

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
の
区
域
内
で
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
の
除

去
等
の
措
置
と
し
て
行
う
埋
立
て
等
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
を
同
法
第

十
七
条
に
規
定
す
る
運
搬
に
関
す
る
基
準
に
従
い
保
管
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
汚
染
土
壌
の
堆

積
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
行
う
埋
立
て

等
第
五
条
の
見
出
し
を｢(

特
定
事
業
の
許
可
の
適
用
除
外)｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条

第
六
号
中｢

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)｣

を

｢

廃
棄
物
処
理
法｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
埋
立
て
等

第
五
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

を｢

第
十
一
条
の｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中｢

第
十
一
条
第
一
項｣

を｢

第
十
一
条｣

に
改
め
、｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

構
造｣

の
下
に｢

及
び
土
砂
等
の
最
大
堆
積
時
に
お
け
る
構
造(

当
該
土
砂
等
の
堆
積
量
が
特
定
事
業
の
完
了

時
に
お
け
る
堆
積
量
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
九
条
中｢
第
十
二
条
第
三
項｣

を｢

第
十
二
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

に
規
定
す
る｣

を｢

の｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一

項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢
及
び
第
四
項
各
号｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成26年３月27日 ( )２



特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て

て
､
特
定
事
業
区
域
以
外

該
特
定
事
業
に
供
さ
れ
た

飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災

止
す
る
た
め
の
措
置

特
定
事
業
に
供
さ
れ
る
土

所
並
び
に
当
該
採
取
場
所

定
量
及
び
搬
入
計
画

お
け
る
特
定

に
お
け
る
堆

｡) る
間
に
お
い

地
域
へ
の
当

砂
等
の
崩
落
､

の
発
生
を
防

等
の
搬
入
計

い
る
間
に
お
い

の
地
域
へ
の
当

土
砂
等
の
崩
落
､

害
の
発
生
を
防

砂
等
の
採
取
場

か
ら
の
搬
入
予

別
添
図
面
の
と
お
り

別
紙
の
と
お
り

別
添
図
面
の
と
お
り

別
添
の
と
お
り

特
定
事
業
の
最
大
堆
積
時
に

事
業
区
域
の
構
造
(完
了
時

積
量
を
超
え
る
場
合
に
限
る

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い

て
､
特
定
事
業
区
域
以
外
の

該
特
定
事
業
に
供
さ
れ
た
土

飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害

止
す
る
た
め
の
措
置

特
定
事
業
に
供
さ
れ
る
土
砂

画

を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
搬
入
し
た
土
砂
等
を
搬
出
す
る
と
き
は
、
同
項
の
埋
立
て
等
施
行
管
理

台
帳
と
併
せ
て
、
埋
立
て
等
施
行
管
理
台
帳(

搬
出
用)

(

別
記
第
十
号
様
式
の
二)

に
、
そ
の
搬

出
の
日
付
ご
と
に
帳
簿
へ
の
記
載
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
二
項
中｢
の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
七
号
中｢(

一
時
た
い
積
特
定
事
業
に
あ
っ
て

は
、
土
砂
等
の
搬
入
及
び
搬
出
の
年
間
の
予
定
量)｣

を
削
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中｢

特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、｣

を｢

特
定

事
業
区
域
に｣

に
、｢

土
壌
検
査
は｣
を｢

土
壌
検
査
を｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
六
価
ク
ロ
ム
の
項
中｢
方
法｣
の
下
に｢(

た
だ
し
、
規
格
六
十
五
・
二
・
六
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
塩
分
の
濃
度
の
高
い
試
料
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇
―

七
の
七
の
ａ)

又
は
ｂ)

に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
。)｣

を
加
え
、
同
表
一
・
一
―
ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中｢

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム｣

を｢
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム｣

に
改
め
、
同
表
ふ
っ
素

の
項
中｢

規
格
三
十
四
・
一
に｣

を｢

規
格
三
十
四
・
一
若
し
く
は
三
十
四
・
四
に｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

す
べ
り｣

を｢

滑
り｣
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中｢

こ
う
配｣

を｢

勾
配｣

に
、｢

礫｣

を｢

礫れ
き｣

に
改
め
、
同
表
第
六
号
中｢
ゆ
る
み｣

を｢

緩
み｣

に
改
め
、
同

表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
削
除

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
削
除

｢

別
記
第
二
号
様
式
表�
中

｢第
11条
第
１
項
｣

を｢第
11条
｣

に
、

｢を

｣に
改
め
、
同
様
式
裏�
中｢前

後
の
構
造
｣

｣

を｢前
後
の
構
造
及
び
土
砂
等
の
最
大
堆
積
時
に
お
け
る
構
造
(当
該
土
砂
等
の
堆
積
量
が
特
定
事
業

の
完
了
時
に
お
け
る
堆
積
量
を
超
え
る
場
合
に
限
る
｡)
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成26年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別紙
土砂等の搬入計画

採取場所・採取場所の事業者の氏名
(法人にあっては､ その名称)

予定量� 搬入期間 搬入時間帯 搬入土砂等の区分 備考

注 搬入土砂等の区分の欄には､ 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべ
き事項を定める省令別表第１の区分を記載すること｡

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
削
除

別
記
第
四
号
様
式
裏�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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岐
阜
県
収
入
証
紙
貼
り
付
け
欄

次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
添
付
し
て
あ
る
書
類
に
つ
い
て
､
○
印
を
付
す
こ
と
｡

(そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
限
り
､
添
付
を
要
し
な
い
｡)

１
特
定
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図

２
特
定
事
業
場
の
平
面
図
及
び
断
面
図
(特
定
事
業
の
施
行
の
前
後
の
構
造
及
び
土
砂
等

の
最
大
堆
積
時
に
お
け
る
構
造
(当
該
土
砂
等
の
堆
積
量
が
特
定
事
業
の
完
了
時
に
お
け

る
堆
積
量
を
超
え
る
場
合
に
限
る
｡)
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
｡)

３
特
定
事
業
場
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
(申
請
者
が
当
該
土
地
の
所
有
者
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
使
用
権
原
を
証
す
る
書
類
)
及
び

公
図
の
写
し

４
特
定
事
業
区
域
の
面
積
を
実
測
し
た
求
積
図
及
び
求
積
表

５
特
定
事
業
に
供
さ
れ
る
土
砂
等
の
予
定
容
量
の
計
算
書

６
土
質
試
験
等
に
基
づ
き
埋
立
て
等
の
構
造
の
安
定
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
､

当
該
安
定
計
算
を
記
載
し
た
書
面

７
擁
壁
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
擁
壁
の
断
面
図
及
び
背
面
図

８
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
擁
壁
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
､
当
該
擁
壁
の
概
要
､
構
造
計
画
､
応
力
算
定
及
び
断
面
算
定
を
記
載
し
た
構
造
計
算

書
９
特
定
事
業
が
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
行
為
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

10
特
定
事
業
が
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
､
他
の
法
令
等

の
許
認
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
行
為
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

11
そ
の
他
(

)

た
り
の
搬
入
量
(�
)

当
た
り
の
搬
入
量

称
)､
住
所
(所
在
地
)､
法
人
の
代
表
者
､
現
場
事
務
所
の
所
在

事
業
に
供
す
る
施
設
の
設
置
計
画
及
び
位
置
､
現
場
責
任
者
の
氏

事
業
に
供
さ
れ
る
土
砂
等
の
量
､
搬
入
計
画

称
)､
住
所
(所
在
地
)､
法
人
の
代
表
者
､
現
場
事
務
所
の
所

場
事
務
所
の
配
置
計
画
及
び
位
置
､
現
場
責
任
者
の
氏
名
､
特

供
さ
れ
る
土
砂
等
の
量
(特
定
事
業
区
域
の
構
造
の
変
更
を
伴

の
に
限
る
｡)､
搬
入
計
画

土
砂
等
の
１
日
当
た
り
の
搬
出
量

(�
)

土
砂
等
の
１
日
当

軽
微
な
変
更
：
氏
名
(名

地
､
特
定

名
､
特
定

軽
微
な
変
更
：
氏
名
(名

在
地
､
現

定
事
業
に

わ
な
い
も

土
砂
等
の
１
日

(�
)

裏�
｢

別
記
第
五
号
様
式
中

｢申
請
し
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
、｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
十
号
様
式
中｢

(一
時
た
い
積
場
)
｣

を｢
(一
時
堆
積
場
)
｣

に
、

｢を

｣

( ) 平成26年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

に
、｢１

日
当
た
り
の
搬
出
量
(�
)
は
､
一
時
た
い
積
特



｣

定
事
業
の
場
合
の
み
｣

を｢搬
出
に
つ
い
て
は
､
第
10号
様
式
の
２
に
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第10号様式の２(第13条関係)

埋立て等施行管理台帳 ( 年 ) (搬出用)

許 可 番 号 等 特定事業許可事業者名
特定事業に供される
土砂等の量 (� ) 特定事業の現場を管理

す る 責 任 者 の 氏 名

年 月 日
号

土砂等の採取場所
(一時堆積場)

土砂等の採取場所の事業者の氏名
(法人にあっては､ その名称及び
代表者の氏名) 及び住所

土砂等の採取
場所に係る工
事等の内容

土砂等の採取場所
に係る工事等の責
任者の氏名

氏名・名称

住所

土砂等の搬出の
日 付

土砂等の１日当たり
の搬出量 (�) 土砂等の搬出先 備 考

前頁までの累計

計
累計

注 １ この埋立て等管理台帳は､ 土砂等の搬出について1日ごとに記入すること｡
２ 各欄に記入しきれない場合は､ この様式に準じて別紙に記入し､ 添付すること｡

( ) 平成26年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

立
方
メ
ー
ト
ル

土
砂
等
の
搬
入
計
画
量

及
び
搬
入
実
績

土
砂
等
の
搬
入
実
績

土
砂
等
の
搬
入
計
画
量

及
び
搬
入
・
搬
出
実
績

土
砂
等
の
搬
入
・
搬
出
実
績搬
入
計
画
量
：

搬
入
実
績
量
：

搬
入
実
績
量
：

搬
入
計
画
量
：

搬
入
実
績
量
：

搬
出
実
績
量
：

搬
入
実
績
量
：

搬
出
実
績
量
：

｢
別
記
第
十
二
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
十
三
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
十
号
様
式(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
第
十
号
様

式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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目
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号
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者
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発
行
所
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庁
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岐
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一
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